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        令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 現 在  

重度障害者住宅設備改良費の助成を希望される方へ  

 

 

 

 

１．重度障害者住宅設備改良費助成制度について  
  障 害 に よ る 生 活 上 の 困 難 を 改 善 す る た め の 住 宅 設 備 の 改 良 工 事 費 用 の 一 部 を 補 助  
し ま す 。 た だ し 、 住 宅 の 新 築 、 老 朽 化 に 伴 う リ フ ォ ー ム 、 原 状 回 復 は 対 象 に な り ま せ ん 。  

 
一 般 の 住 宅 設 備 改 修  

① 対 象 者   ア ． 身 体 障 害 １ ・ ２ 級 の 手 帳 を 持 っ て い る 人  
          イ ． 知 能 指 数 ３ ５ 以 下 の 人  
          ウ ． 身 体 障 害 ３ 級 の 手 帳 を 持 っ て い て 、  

知 能 指 数 ５ ０ 以 下 の 人  
② 対 象 工 事   障 害 者 が 日 常 生 活 を 送 る う え で 、 安 全 ・ 快 適 で 、

使 い や す い 住 宅 に 改 良 す る 工 事 。認 定 さ れ て い る

障 害 の 種 類 に よ っ て 、補 助 対 象 と な る 工 事 が 変 わ

り ま す  ⇒  具 体 例 は 別 記 の と お り  
③ 補 助 限 度 額   ４ ０ 万 円  

（ 世 帯 の 課 税 状 況 に よ り 補 助 金 額 が 異 な り ま す ）  

天 井 走 行 式  

移 動 リ フ ト  

①  対 象 者    児 童 を 除 く 、 ６ ５ 歳 未 満 の  
下 肢 ま た は 体 幹 機 能 障 害 ２ 級 以 上 で  
移 動 が 困 難 な 人  

② 対 象 工 事   簡 単 な 操 作 で 、部 屋 と 部 屋 の 間 を 空 間 的 に 移 動 可

能 に す る 天 井 走 行 式 移 動 リ フ ト の 設 置 工 事  
③  補 助 限 度 額   １ ０ ０ 万 円  

（ 世 帯 の 課 税 状 況 に よ り 補 助 金 額 が 異 な り ま す ）  

環 境 制 御 装 置  ① 対 象 者     児 童 を 除 く 、 四 肢 機 能 障 害 ２ 級 以 上 の 人  
② 対 象 工 事   障 害 者 自 身 が 、身 の 回 り の 電 気 製 品 や 住 宅 設 備 な

ど を 電 気 的 に 遠 隔 操 作 が で き る 装 置 の 設 置 工 事  
③ 補 助 限 度 額   ６ ０ 万 円  

（ 世 帯 の 課 税 状 況 に よ り 補 助 金 額 が 異 な り ま す ）  

２．補助金額について（ 補 助 金 額 は 世 帯 の 課 税 状 況 に よ っ て 異 な り ま す ）  

生 活 保 護 受 給 世 帯 ・ 市 民 税 非 課 税 世 帯  
限 度 額 以 内 ×補 助 率 １ ／ １  

市 民 税 所 得 割 が 33,000 円 未 満 の 世 帯  

市 民 税 所 得 割 が 33,000 円 以 上 235,000 円 未 満 の 世 帯  限 度 額 以 内 ×補 助 率 ３ ／ ４  

市 民 税 所 得 割 が 235,000 円 以 上 460,000 円 未 満 の 世 帯  限 度 額 以 内 ×補 助 率 １ ／ ２  

市 民 税 所 得 割 が 460,000 円 以 上 の 世 帯  対 象 外 ※  
世 帯 の 範 囲 は 、対 象 が 障 害 者 の 場 合 は 本 人 と そ の 配 偶 者 。対 象 が 障 害 児 の 場 合 は 住 民 票 上 の

同 一 世 帯 と し 、 市 民 税 所 得 割 が 46 万 円 以 上 の 世 帯 も 補 助 率 は １ ／ ２ （ ※ ）。  

☆  事前申請が必要です。必ず工 事 を始 め る 前 に申請し てく だ さい 。  
☆  この 制 度を 一 度 利用 す ると５ 年 間 は 申 請 する こ とがで き ま せん 。  
☆  介護 保 険の 住 宅 改修 費 を利 用 でき る方 は  介 護 保 険 の 利 用 が 優先 です。         
☆  日常 生 活用 具 の 住宅 改 修費（ 居 宅 生活 動 作補 助 用具 ）を利 用 でき る 方 は  

 日 常 生 活 用具 の 利用 が 優 先  です。  
☆  助成 を 受け る た めに は 、 年 度 末 ま で に 市 へ 請 求 書 が 届 く こ と が 必 須 です。 
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３．事前相談から支払いまでの流れ  

 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
４．申請に必要なもの（工事開始前）  
  ①  重 度 障 害 者 住 宅 設 備 改 良 費 交 付 申 請 書 （ 障 害 福 祉 課 窓 口 、 も し く は 横 須 賀 市 HP、  

住 宅 設 備 の 改 良 費 補 助 の 「 申 請 書 類 ダ ウ ン ロ ー ド 」 に あ り ま す 。）  
②  身 体 障 害 者 手 帳 ま た は 療 育 手 帳  

  ③  改 良 工 事 の 見 積 書 と明 細 書 。 明 細 書 に は 工 事 仕 様 、 材 料 費 （ 規 格 ・ 数 量 ・ 単 価 ）  

及 び 基 本 ・ 付 帯 工 事 費 に つ い て 工 事 場 所 ご と に 記 入 し て く だ さ い 。  

  ④  改 良 工 事 の 図 面 。 住 宅 の 間 取 り 等 が 分 か る 平 面 図 に 工 事 場 所 を 示 し た も の 。  

  ⑤  工 事 前 の 各 工 事 場 所 の 撮 影 日 付 入 り の 写 真 。 工 事 前 の 状 態 を 確 認 し ま す 。  

工 事 箇 所 が わ か り 、 か つ 、 工 事 完 了 後 と 対 比 で き る よ う に 撮 っ て く だ さ い 。  

  ☆  写 真 は 、 日 付 を 写 し 込 め る カ メ ラ で 撮 影 し た も の か 、 日 付 を 書 い た 紙 ・  

黒 板 等 を 入 れ て 写 し た も の に し て く だ さ い 。 日 付 が 写 真 に 写 り こ む こ と が 必 須 で す 。  

  ⑥  世 帯 の 市 民 税 所 得 割 の 金 額 が わ か る も の （ 転 入 の 方 の み ）  

  ⑦  住 宅 所 有 者 の 承 諾 書（ 本 人・親 族 の 持 ち 家 で あ る 場 合 は 不 要 で す ）。市 営 住 や 県 営 住 宅

の 場 合 は 「 模 様 替 申 請 」 が 必 要 に な り ま す 。  

※   な お 、 各 工 事 場 所 に つ い て 、 工 事 前 の 状 態 を 写 真 で 確 認 で き な い 場 合 又 は  

内 容 の 審 査 に あ た っ て 必 要 が あ る 場 合 に は 、 障 害 福 祉 課 の 担 当 職 員 が 住 宅 を  

訪 問 し 、 現 況 を 調 査 す る こ と が あ り ま す 。  
 

５．改良費助成の決定及び工事開始の通知  
  申 請 書 の 内 容 を 審 査 し た 結 果 、 助 成 の 対 象 と な る 場 合 は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 通 知 書 を  
ご 本 人 宛 に 郵 送 し ま す 。 こ の 交 付 決 定 を 受 け て か ら 工 事 を 開 始 し て く だ さ い 。  

  補 助 金 額 は 、世 帯 の 課 税 状 況 に よ り 補 助 率 は 異 な り ま す 。補 助 限 度 額 の 全 額 が 交 付 さ れ な

い 場 合 が あ り ま す の で 、 交 付 決 定 通 知 書 に て ご 確 認 く だ さ い 。  
６．当初申請した工事の内容に変更が生じた場合  

工 事 内 容 の 変 更 や 中 止 等 の 場 合 は 、す み や か に ご 連 絡 く だ さ い 。変 更 後 の 内 容 に 基 づ い た 見 積
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ご 注 意 く だ さ い ！  
交 付 決 定 通 知 書 送 付 前 の
工 事 は 助 成 対 象 外 で す ！  
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ご 注 意 く だ さ い ！  
助 成 を 受 け る た め に は  
年 度 末 ま で に 市 へ 請 求 書
が 届 く こ と が 必 須 で す  
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書 や 工 事 個 所 の 図 面 、 変 更 申 請 書 等 を 提 出 し 、 変 更 の 決 定 通 知 を 受 け 工 事 を 再 開 し て く だ さ い 。

な お 、 変 更 申 請 書 は 当 初 の 交 付 決 定 通 知 書 に 同 封 さ れ て い ま す 。  
７．工事完了後に提出していただくもの  
 ①  工 事 完 了 届 兼 検 査 書 （ 市 指 定 書 式 ）  
  ②  工 事 後 の 各 工 事 場 所 の 撮 影 日 付 入 り の 写 真 。 工 事 後 の 状 態 を 確 認 し ま す 。   
【 申 請 者 が 事 業 者 へ 工 事 代 金 を 支 払 い 、 申 請 者 が 市 に 助 成 金 の 請 求 を 行 う 場 合 。  
（ 償 還 払 い ）】  

③  事 業 者 が 作 成 し た 本 人 宛 の 領 収 書 原 本  
④  申 請 者 が 作 成 し た 市 長 宛 の 請 求 書   

【 申 請 者 か ら の 委 任 状 に よ り 、 事 業 者 が 申 請 者 に 代 わ り 市 に 助 成 金 の 請 求 を 行 う 場 合 。  
（ 委 任 払 い ）】  
  ③ ′ 事 業 者 が 作 成 し た 市 長 宛 の 請 求 書  
  ④ ′ 委 任 状  
 

工 事 完 了 後 、 上 記 の 必 要 書 類 を 障 害 福 祉 課 窓 口 に 提 出 を し て い た だ き ま す 。 工 事 の 実 施  

及 び 工 事 金 額 を 検 査 し た 後 、 助 成 金 を 指 定 口 座 に お 振 込 み い た し ま す 。  
  な お 、 工 事 完 了 後 の 検 査 は 、 原 則 と し て 各 工 事 場 所 の 撮 影 日 付 入 り の 写 真 と 書 類 に て  
確 認 し ま す 。 た だ し 、 写 真 等 に 不 備 が あ る 場 合 は 、 障 害 福 祉 課 の 担 当 職 員 が 住 宅 を 訪 問 し 、

工 事 後 の 状 態 に つ い て 検 査 し ま す 。  
 
 

 

８．その他注意事項  
介 護 保 険 の 住 宅 改 修 費 の 支 給 を 受 け ら れ る 方 は 、介 護 保 険 で の 利 用 が 優 先 と な り ま す 。な

お 、介 護 保 険 を 受 け ら れ る 方 と は 、既 に 要 介 護 認 定 を 受 け て い る 方 だ け で な く 、ま だ 要 介 護

認 定 を 受 け て い な い 、介 護 保 険 の 第 １ 号 被 保 険 者（ ６ ５ 歳 以 上 の 被 保 険 者 ）の 方 及 び 第 ２ 号

被 保 険 者（ ４ ０ 歳 以 上 ６ ５ 歳 未 満 の 医 療 保 険 加 入 者 ）で あ っ て １ ６ の 特 定 疾 病 に 該 当 し て い

る 方 も 含 み ま す 。  
   し た が っ て 、 上 記 の 方 が 介 護 保 険 の 住 宅 改 修 の 利 用 が で き る 場 合 は 要 介 護 認 定 調 査 を 受 け

ず に 、重 度 障 害 者 住 宅 設 備 改 良 費 助 成 の 申 請 を 行 う こ と は で き ま せ ん の で 、ご 注 意 く だ さ い 。  
日 常 生 活 用 具 の 住 宅 改 修 費（ 居 宅 生 活 動 作 補 助 用 具 ）を 利 用 で き る 方 は 日 常 生 活 用 具 の 利

用 が 優 先 と な り ま す 。な お 、日 常 生 活 用 具 の 住 宅 改 修（ 居 宅 生 活 動 作 補 助 用 具 ）の 支 給 決 定

は 一 度 し か 受 け ら れ ま せ ん 。ま た 、日 常 生 活 用 具 と 重 度 障 害 者 住 宅 設 備 改 良 費 の 助 成 の 制 度

が 両 方 利 用 で き る 場 合 、 住 宅 設 備 改 良 費 の み の 利 用 は で き ま せ ん の で 、 ご 注 意 く だ さ い 。  
介 護 保 険 も し く は 日 常 生 活 用 具 と 重 度 障 害 者 住 宅 設 備 改 良 費 の 両 制 度 を 利 用 さ れ る 場 合

は 、 介 護 保 険 も し く は 日 常 生 活 用 具 の 限 度 額 ま で 利 用 し て い た だ き ま す 。  

９．重度障害者住宅設備改良費助成の対象工事の具体例について  
こ こ に 記 載 さ れ た 工 事 内 容 は 、 モ デ ル ケ ー ス で す 。 障 害 の 内 容 に よ り 補 助 の                                              

対 象 に なる 工 事 は異 な り ます 。 ご 不明 な 点 は障 害 福祉課 に お 問い 合 わせく だ さ い。 外

※   工 事 完 了 届・請 求 書・委 任 状 等 の 用 紙 は 、交 付 決 定 通 知 書 に 同 封 さ れ ま す 。 
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階段 の 手す り や 玄 関の 外 の改 造 工 事 につ い ても 、 所有 地の 敷 地内 で あれ ば補 助 の対 象

とな り ます 。  
肢 体 不 自由 （ 下肢・ 体 幹 障害 ）  
①   手 すり の 取付 け及 び 付帯 工 事  
②   床 段差 の 解消 及び 付 帯工 事  
③   滑 りの 防 止及 び移 動 の円 滑 化等 のた め の床 材 の変 更及 び 付帯 工 事  
④   和 式便 器 から 洋式 便 器へ の 便器 の取 替 え及 び 付帯 工事  

ただ し 、そ の 工事 で温 水 洗浄 便 座付 便器 へ 取り 換 える 場合 は 上肢 の 障害  
    が な けれ ば不 可。（ 上肢 障 害 が無 い 場合 は 温水 洗浄 便 座は 認 めら れな い ）  

⑤   高 さが 合 わな い等 の 身体 的 理由 によ る 浴槽 の 変更 及び 付 帯工 事  
⑥   車 いす 等 での 動作 を 容易 に する ため に 洗面 台 やキ ッチ ン の構 造 （高 さ調 整  
  や 下戸 棚 の撤 去な ど ）を 変 更す る工 事 及び 付 帯工 事  
⑦   車 いす 等 での 移動 を 円滑 に する ため の 、出 入 口の 開き 戸 を引 き 戸へ 変更  

        す る 工事 や既 存 の出 入 口の 拡大 工 事。  
⑧ エ レベ ー ター ・階 段 昇降 機 ・段 差解 消 機等 の 機器 の設 置 及び 付 帯工 事  
肢 体 不 自由 （ 上肢障 害 ）  
①    引 き 戸等 へ の扉 の取 替 え及 び 付帯 工事  
②   水 道の 蛇 口等 をレ バ ー式 の もの に変 更 する 工 事及 び付 帯 工事  
視 覚 障 害  
①   手 すり の 取付 け及 び 付帯 工 事  
② 床 段差 の 解消 及び 付 帯工 事  

    ③   湯 沸 器（ 給湯 器 ）の 変 更及 び付 帯 工事  
ただ し 、障 害 者本 人が 自 ら操 作 でき るよ う に音 声 を発 する 機 器に 限 る。  

心 臓 機 能障 害  
①   手 すり の 取付 け及 び 付帯 工 事  
② エ レベ ー ター ・階 段 昇降 機 等の 機器 の 設置 及 び付 帯工 事     

ただ し ①② と も心 臓機 能 障害 に よる 胸の 苦 しさ 等 を軽 減さ せ るも の に限 る  
③   浴 室等 と 居室 との 温 度差 を 軽減 する た めの 機 器の 取付 け 及び 付 帯工 事  
じ ん 臓 機能 障 害  
①   手 すり の 取付 け及 び 付帯 工 事  

ただ し 、糖 尿 病の 合併 症 等の 理 由に より 歩 行が 困 難な 場合 に 限る 。  
②   腹 膜透 析 のた め居 室 等へ の 洗面 台（ 水 道施 設 ）な どの 設 置及 び 付帯 工事  

  呼 吸器 機 能障害  
① 手 すり の 取付 け及 び 付帯 工 事  
② エ レベ ー ター ・階 段 昇降 機 等の 機器 の 設置 及 び付 帯工 事 。  

ただ し 、① ② とも 呼吸 機 能障 害 によ る息 切 れ等 を 軽減 させ る もの に 限る 。  
聴 覚 障 害  

聴覚 障 害者 用 屋内 信号 装 置等 の 設置 工事 及 び付 帯 工事  
知 的 障 害  

本人 が 安全 に 在宅 生活 を 送る た めに 必要 な 工事 に 限る  
 

 
 

    重 度 障 害 者 住 宅 設 備 改 良 費 の 助 成 に つ い て の ご 相 談 ・ お 問 い 合 わ せ は  
横須賀市役所 民生局 福祉こども部 障害福祉課  

  （ Ｔ Ｅ Ｌ ） ０ ４ ６ － ８ ２ ２ － ８ ２ ４ ４  （ Ｆ Ａ Ｘ ） ０ ４ ６ － ８ ２ ５ － ６ ０ ４ ０  


